
 

 

甲賀市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者募集要項 

 

１．定数 

 ４５人 

 

２．任用期間 

 令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで 

 

３．身分 

 甲賀市の特別職の非常勤職員 

   （地方公務員法第３条第３項第３号及び農業委員会等に関する法律第１８条第１項） 

 

４．主な職務内容 

①農地法や他の法令等に基づく、担当区域の農地の権利に係る申請案件の現地調査を行う 

とともに、農業委員会の総会に出席し農地等の利用の最適化推進について意見を述べま 

す。 

②担当区域の農地利用状況の現地調査（農地パトロール） 

③担当区域において農業委員会の委員（以下「農業委員」という。）と連携して、遊休農 

地の発生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約、新規就農・参入の促進に関す 

る現場活動を行います。 

④農業委員と連携して、農業者からの相談及び助言、農業一般に関する調査及び情報の提 

 供、また地域での農業関係者の話し合いに出席します。 

⑤「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」、「農地利用最適化推進施策に関する意 

見書」について必要に応じて意見を述べます。 

⑥農業委員会等が開催する会議及び研修会に出席します。 

※農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）は、日々の最適化活動にかか 

る活動内容を記録し、翌月の５日までに農業委員会会長へ提出します。 

 

５．委員報酬 

月額 ２２，０００円（月額報酬の他に実績報酬もあります。） 

 

６．担当区域 

別表のとおり 

 

７．推薦及び公募について 

   推進委員の募集は推薦及び公募により行います。 

 

裏面へ 



 

 

８．推薦を受ける者、応募する者の資格要件 

農地等の利用の最適化推進に熟意と識見を有し、推進委員の業務を適切に行うことが 

できる者で、次のいずれにも該当する者 

①兼職が禁じられている職でないこと。 

・衆議院議員および参議院議員 

・甲賀市の職員 

・公平委員会の委員及び人事委員会の委員 

②欠格者でないこと。 

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又は受けることができなくな 

 るまでの者 

③暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。 

④農業委員と推進委員の兼務はできません。(双方に推薦・応募は可能です。) 

 

９．推薦又は応募の方法【提出いただいた書類は返却しませんのでご了承ください。】 

  ①様式の入手方法 

推薦申込書、応募申込書は農業委員会事務局に備え付けています。 

また、甲賀市のホームページからもダウンロードすることができます。 

〈アドレス〉 https://www.city.koka.lg.jp/13494.htm 

  ②推薦の場合の提出書類 

  【農業者からの推薦】 

・推進委員推薦書（農業者用）（様式第１号） ※農業者３人以上の連記が必要。 

   ・推進委員同意書（様式第３号） 

・暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書（様式第４号）※推薦を受ける者 

  【農業者で組織する団体又はその他の団体】 

・推進委員推薦書（団体等用）（様式第２号） 

   ・推進委員同意書（様式第３号） 

・暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書（様式第４号）※推薦を受ける者 

  ③応募する場合の提出書類 

   ・推進委員応募申込書（様式第５号） 

   ・暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書（様式第４号）※応募する者 

  ④提出方法 

   ・郵送又は持参 

  ⑤提出先 

  〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地 

  甲賀市農業委員会事務局 

 

 

【ホームページＱＲコード】 



 

 

10．受付期間 

 令和８年１月１６日（金）から令和８年２月１２日（木）まで 

※持参される場合は、市の執務時間内（市の休日を除き、午前８時３０分から午後５時

１５分まで）に提出してください。 

※郵送される場合は、封筒の表に「農地利用最適化推進委員募集関係書類在中」と朱書

きしてください。郵送の場合は締切日必着です。 

 

11．推薦及び応募状況の公表 

   推薦、募集の期間の中間及び終了後に、農業委員会等に関する法律施行規則第１２条

に基づき、提出書類に基づき次の情報を公表します。 

   【公表内容】 

    ①推薦又は応募する区域 

    ②推薦する者 

     農業者：氏名・職業・年齢・性別 

     団体等：名称・目的・代表者又は管理人の氏名・構成員の人数・構成員の資格・ 

その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項 

   ③推薦を受ける者又は応募者 

     氏名・職業・年齢・性別・経歴・農業経営の状況・推薦する理由又は応募の理 

由・農業委員の応募状況の有無 

     ④推薦を受けた者及び応募した者の数について 

      推薦を受けた者の数 

      応募をした者の数 

 

12．農地利用最適化推進委員候補者評価結果の通知 

①甲賀市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会において、提出された書類により資 

格要件の確認及び定数超過の場合は個々の評価及び必要に応じて面接を行い、候補者 

を決定します。その後、令和８年７月２０日以降に開催される農業委員会総会で承認 

の後、農業委員会が委嘱します。 

②農地利用最適化推進委員候補者の評価結果は５月中旬に、推薦代表者並びに推薦を受 

ける者及び応募をする者に通知します。 

 

13．問い合せ先 

甲賀市農業委員会事務局 電話：0748-69-2262 

〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地 



担当区域表 

 

地域名 担当区域番号 担当区域 

水口 １ 八田・春日・下山 

 ２ 伴中山・山 

 ３ 泉・北脇 

 ４ 植・宇田・酒人 

 ５ 宇川・北内貴 

 ６ 貴生川・虫生野 

 ７ 三大寺・高山・岩坂・三本柳 

 ８ 牛飼・杣中・山上 

 ９ 中畑・新城・今郷 

 １０ 嶬峨・和野 

 １１ 旧水口・林口・松尾・名坂・幸ケ平 

土山 １２ 鮎河（東野）・大河原 

 １３ 鮎河（西野及び横尾） 

 １４ 黒滝・黒川 

 １５ 猪鼻・山中・笹路・山女原 

 １６ 南土山・大沢 

 １７ 北土山（田中、水月及び和草野を除く。） 

 １８ 青土・瀬音・平子・野上野 

・北土山（田中、水月及び和草野） 

 １９ 頓宮・前野・市場 

 ２０ 大野（三軒家、里、新里、寺前及び片山） 

 ２１ 大野（今宿、布引及び末田）・徳原 

 

裏面へ  

 



地域名 担当区域番号 担当区域 

甲賀 ２２ 和田・高嶺・五反田 

 ２３ 油日・上野 

 ２４ 田堵野・滝・毛枚 

 ２５ 大久保・擽野 

 ２６ 神・大原上田 

 ２７ 大原中・鳥居野 

 ２８ 相模・大原市場・高野 

 ２９ 神保・隠岐 

 ３０ 小佐治・岩室 

甲南 ３１ 寺庄・葛木 

 ３２ 深川・深川市場・稗谷・森尻・宝木 

 ３３ 杉谷 

 ３４ 新治・塩野・市原 

 ３５ 池田・野尻 

 ３６ 磯尾・竜法師・野田 

 ３７ 柑子・野川 

 ３８ 下馬杉、上馬杉 

信楽 ３９ 宮町・牧 

 ４０ 黄瀬・勅旨 

 ４１ 畑・田代・西 

 ４２ 長野・神山・江田 

 ４３ 杉山・中野・柞原 

 ４４ 多羅尾・小川・小川出 

 ４５ 上朝宮・下朝宮・宮尻 

 


